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三 

地
方
税
法
第
十
三
條
と
同
第
五
十
二
條
第
四
項
、
同
第
五
十
七
條
第
四
項
と
の
矛
盾
如
何
。
こ
の
場
合
第
五
十
二
條
、

第
五
十
七
條
の
「
使
用
者
」
と
は
、
第
十
三
條
の
「
使
用
收
益
者
」
の
略
称
と
解
し
て
差
支
え
な
い
か
。 

一 

シ
ヤ
ウ
プ
勧
告
第
十
二
章
第
三
項
に
「
不
動
産
税
は
使
用
者
で
は
な
く
、
現
行
通
り
不
動
産
の
所
有
者
に
対
し
て
課
税

す
る
こ
と
」
と
あ
る
。
今
回
の
公
営
庶
民
住
宅
居
住
者
に
対
す
る
地
租
、
家
屋
税
の
課
税
と
シ
ヤ
ウ
プ
勧
告
と
の
関
連
を

い
か
に
考
え
る
か
。 

二 

戰
災
者
、
勤
労
者
等
に
対
し
て
低
家
賃
住
宅
を
供
給
し
よ
う
と
の
趣
旨
を
以
て
、
国
庫
よ
り
建
設
費
の
半
額
補
助
を
な

し
て
い
る
公
営
庶
民
住
宅
に
お
い
て
、
右
の
趣
旨
に
逆
行
す
る
地
租
、
家
屋
税
の
課
税
は
庶
民
住
宅
対
策
上
不
適
当
で
は

な
い
か
。 

こ
の
意
味
に
お
い
て
昭
和
二
十
四
年
七
月
十
二
日
付
建
設
次
官
よ
り
地
方
自
治
庁
次
長
宛
「
免
税
方
に
つ
き
御
配
慮
願

い
た
い
」
と
の
書
簡(

発
住
第
十
六
号)

が
発
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
果
し
て
具
体
的
に
い
か
な
る
配
慮
が
な
さ
れ
た
か
。 
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三 

 



 

四 
四 
本
税
は
年
度
末
ま
で
の
前
納
で
あ
り
、
い
わ
ば
「
税
金
の
先
取
り
」
で
あ
る
。
居
住
者
と
い
う
も
の
の
性
格
は
、
地
主
、

家
主
と
異
り
、
将
来
に
わ
た
つ
て
何
時
ま
で
其
処
に
定
住
す
る
か
ど
う
か
は
不
定
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
本
質
を

も
つ
も
の
に
対
し
て
「
地
租
、
家
屋
税
の
先
取
り
」
は
果
し
て
当
を
得
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
。 

五 

た
と
え
ば
、
高
輪
ア
パ
ー
ト
に
期
限
附
徴
税
令
書
が
発
行
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
は
課

税
か
ら
除
外
す
べ
き
も
の
と
思
う
が
如
何
。 

右
質
問
す
る
。 
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